平成２３年度山形県環境保全協議会温暖化防止活動支援事業要領書

実施目的
温暖化防止活動を行う会員企業に対し、環境マネジメントシステムや省エネルギー、廃棄物削減やリサイクル、エコドライブについて専門家を派遣し、技術支援を行い、企業における地球温暖化防止活動を推進する。

派遣対象事業者

本協議会会員で、派遣を希望する事業者に、1回に限り無料でアドバイザーを派遣する。
（ただし、先着順で予算を使い切った時点で終了とする。予算：８事業社）

アドバイザー

　別紙「温暖化防止活動アドバイザー名簿」参照

実施方法
1 会員企業からの派遣申請書（様式１）の受理

2 会員企業に対し、具体的な課題の聞き取り等、内要確認の実施

3 申請・内要確認に基づいたアドバイザーの人選及び日程等の調整

4 会員企業にアドバイザーの派遣

5 会員企業から報告書（様式２）の受理

6 アドバイザーから報告書（様式３）と請求書（様式４）の受理

7 アドバイザーに対する報酬及び旅費等の支給















アドバイザー





⑤指導・助言等
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⑧費用の支払い








④人選・日程調整











①案内








③内要確認








⑥状況報告








⑦報告・請求








②派遣申請








山形県環境保全協議会事務局





【　温暖化防止活動支援事業の流れ　】











